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大阪市立阪南中学校 

校 長  中 西  洋  

 

校則見直しの取り組み（試行期間）について（お願い） 

 

 初夏の候、保護者の皆様にはますますご清祥こととお喜び申しあげます。平素は、本校教育活動

にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、昨年より生活指導部の教職員と生徒会・生徒議会を中心に、阪南中学校の校則の見直しに

取り組んでいます。その取り組みのために、阪南中学校では、６月２７日より半年間（６ケ月）を

目途に、校則の見直し（試行期間）の取り組みを始めます。 

 以下の５点について、試行期間を設け、この結果を受け、阪南中学校のこれからにふさわしい校

則となるよう、改善を図ってまいります。 

試行期間の取り組みを続けるために、保護者の皆様にお願いがございます。 

 あくまでも試行期間ですので、新しいものを購入する等、保護者の皆様に新たにご負担をおかけ

することを避けたいと考えています。次年度に向けて、校則の見直しを進めてまいりますが、ご負

担いただいたものが、継続して学校で使用いただけないことも想定されますので、現在ご自宅で使

用されている、あるいは、自宅で使用することを前提に購入されたものをご活用いただく等、保護

者の皆様には、校則の見直し（試行期間）の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い申しあげます。 

 昨年に続き、本年度も学校教育目標に掲げました「生徒が自ら考え行動する学校づくり」の一環

としての取り組みでもあります。重ねて保護者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

   １ 通学用靴について 

     色のラインやワンポイント等OK です。ただし、靴紐は白です。 

   ２ 靴下について 

     ワンポイント（２ポイント両サイド）OK です。ただし、ラインは不可です。 

   ３ 男子のシャツ（肌着）について 

     長袖カッターシャツの下は、白・黒・紺・グレーの単色無地OK です。 

   ４ 男子の着こなしについて 

     学ランの下は、半袖シャツ OK です。 

長袖カッターシャツのみの学校生活については、名札着用なら OK です。 

   ５ 頭髪について 

     側面を刈って、その上に少し髪が重なるようなスタイルは、柔軟に対応します。 

     ただし、「何でもあり」になるわけではなく、生徒手帳にある「清潔で自然な髪型に」に

は変わりありません。「特殊な髪型」との線引きを丁寧に進めます。 


